
 

   消防防災ヘリコプター出動要請要綱 

                        平成 12年７月１日制定 

 （目的） 

第１条 この要綱は、山口県消防防災ヘリコプター（以下「消防防災ヘリ」と

いう。）の出動要請について、必要な事項を定めるものとする。 

 （出動要請区域） 

第２条 出動要請の区域は、防府市消防本部（以下「本部」という。）の管轄

とする。 

 （応援要請） 

第３条 災害等が発生し、次に掲げる基本要件並びに消防防災ヘリ緊急運航要

領に規定されている緊急運航基準に該当する場合は、山口県消防防災航空セ

ンター所長（以下「運航責任者」という。）に対して、応援要請することが

できるものとする。 

(１) 公共性 災害等から生命、身体及び財産を保護し、被害の軽減を図る

目的であること。 

(２) 緊急性 差し迫った必要性があること（緊急に活動を行わなければ人

命、身体及び財産に重大な支障が生じるおそれがある場合）。 

(３) 非代替制 消防防災ヘリ以外に適切な手段がないこと（現有の資機材、

人員等では十分な活動が期待できない場合）。 

２ 消防防災ヘリの応援要請基準は次のとおりとし、山口県消防防災航空セン

ター（以下「航空センター」という。）へ出動要請を行うものとする。 

(１) 救急活動（必要により医師の搭乗） 

ア 離島、山村等からの緊急患者の搬送 

離島、山村等から緊急に傷病者の搬送を行う必要がある場合で、救急

車で搬送するよりも著しく有効であると認められる場合 

イ 傷病者発生地への医師の搬送及び医療機器等の輸送 

離島、山村等の交通遠隔地において、緊急医療を行うための医師及び

医療機器等を搬送する必要があると認められる場合 

ウ 高度医療機関への傷病者の転院搬送 

遠隔地の高度医療機関へ緊急に転院搬送を行う場合で、医師がその必



 

要性を認め、かつ、医師が搭乗できる場合 

エ その他 

消防防災ヘリによる救急活動が有効と認められる場合 

(２) 救助活動 

ア 河川、沿岸等での水難事故、山間部等での事故における救助又は捜索 

水難事故又は山間部等での事故において、現地の消防力では対応がで

きないと認められる場合 

イ 中高層建物火災による救助 

中高層建物火災において、地上からの救助が困難で、屋上からの救助

が必要と認められる場合 

ウ 山崩れ等の災害における被害者の救助 

大雨による山崩れ等により、陸上からの救助が困難で、救助が緊急に

必要と認められる場合 

エ 高速道路及び自動車専用道路上等での事故における救助 

救急車での収容、搬送が困難と認められる場合 

オ その他 

消防防災ヘリによる救助活動が有効と認められる場合 

(３) 災害応急対策活動 

ア 被害状況等の調査及び情報収集活動 

地震、台風、豪雨、津波等の自然災害又はガス爆発事故、高速道路等

での大規模事故等が発生若しくは発生するおそれがある場合で、広範囲

にわたる状況把握調査、情報収集活動及び広報活動を行うとともに、そ

の状況を監視する必要があると認められる場合 

イ 被災地等への救援物資等の緊急搬送 

災害が発生又は発生するおそれがある場合で、食料、衣料その他の生

活必需品・復旧資機材等の救援物資、医薬品、人員等を緊急に搬送する

必要があると認められる場合 

ウ 災害に関する情報、警報の伝達及び広報活動 

災害が発生又は発生するおそれがある場合で、災害に関する情報及び

避難命令等の警報、警告等を迅速かつ正確に伝達するため必要があると



 

認められる場合 

エ その他 

消防防災ヘリによる災害応急対策活動が有効と認められる場合 

(４) 火災防御活動 

ア 林野火災における空中からの消火活動 

地上における消火活動が困難であり、消防防災ヘリによる消火の必要

があると認められる場合 

イ 被害状況調査及び情報収集活動 

大規模火災、爆発事故等が発生又は延焼拡大のおそれがあると認めら

れ、広範囲にわたる被害状況把握調査、情報収集活動を行う必要がある

と認められる場合 

ウ 消防隊員、消防資機材の搬送 

大規模火災等において、人員、資機材等の搬送手段がない場合又は消

防防災ヘリによる搬送が有効と認められる場合 

エ その他 

消防防災ヘリによる火災防御活動が有効と認められる場合 

 （応援要請の手順） 

第４条 応援要請は、応援要請フロー（別紙１）により航空センターに電話で

出動要請した後、山口県消防防災ヘリコプター緊急運航要請書（山口県消防

防災ヘリコプター緊急運航要領第５条関係）に必要事項を記入のうえＦＡＸ

で提出するものとする。 

  なお、電話での要請時に次の情報を報告すること。 

(１) 災害種別及び状況 

(２) 災害の発生日時及び場所 

(３) 災害発生場所の気象状況（防府市消防本部の気象のデータ） 

(４) 災害現場の最高責任者の職、氏名及び連絡方法 

(５) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制（防府市消防本部・署の

内勤者及び招集者で対応する。） 

(６) 応援に要する資機材の品目、数量 

(７) 救急搬送の場合は、同乗する医師等の氏名 



 

(８) その他必要な事項 

 （防災訓練等の参加要請） 

第５条 防府市が主催する防災訓練、消防訓練及び出初式（以下「防災訓練

等」という。）に消防防災ヘリの参加を要請する場合は、山口県消防防災ヘ

リコプター防災訓練等参加年間希望調書（山口県消防防災ヘリコプター訓練

等参加に関する取扱要領第３条関係）を希望する前年度の２月末日までに山

口県防災危機管理課長に提出すること。 

２ 前項により山口県から参加決定通知がされた場合は、訓練日の２か月前ま

でに山口県消防防災ヘリコプター防災訓練等参加要請書（山口県消防防災ヘ

リコプター訓練等参加に関する取扱要領第５条関係）に防災訓練等実施計画

を添えて、山口県防災危機管理課長に提出すること。 

 （要請時の措置） 

第６条 緊急時及び訓練参加通知等がなされた場合は、次の各号に揚げる措置

を講ずるものとする。 

(１) 消防防災ヘリの離着陸場所の確保を行うとともに、防災訓練等の場合

には、位置図、概要図、土地使用承諾書等を作成し、訓練日の１か月前ま

でに航空センターに提出すること。 

(２) 離着陸帯には、所定の標識を設け、散水等を講じるとともに人員配置

し、一般人の立入禁止の措置を講ずること。 

(３) 離着陸に伴う騒音、砂塵等の苦情等が発生しないよう、事前に離着陸

場及び訓練現場付近の住民の理解を得ておくこと。 

 （書類提出の経由） 

第７条 消防防災ヘリ応援要請に係る書類は通信指令課から航空センターへ提

出するものとし、防災訓練等への参加要請に係る書類は防災訓練等担当部署

から航空センターへ提出するものとする。 

 （無線交信） 

第８条 消防防災ヘリとの無線交信は主運用波３で交信するものとする。 

 （関係機関との協力） 

第９条 臨時ヘリポート等として使用した場合には、関係機関に速やかに連絡

するとともに、佐波川河川敷地の使用に際しては、河川敷一時使用届を国土



 

交通省山口河川国道事務所佐波川出張所長に提出すること。 

   附 則  

 この要綱は、平成 12年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 15年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 17年 10月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 18年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 30年 11月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年 12月１日から施行する。 



 

 

応援要請フロー 

 

 

 

 

 

①消防防災ヘリ出動要請 

            ④ 出動可否連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②出動要請  ③出動可否回答 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
災 害 発 生 現 場  

（ 最 高 責 任 者 ）  

通信指令課 

   ※受報時に出動要請判断 

 

消防長（上司）へ報告 

無  線  交  信  
（ 主 運 用 波 ３ ）  

消防防災ヘリ出動 
（きらら山口） 

電 話      0 8 3 6 - 3 7 - 6 4 2 2  
F A X         0 8 3 6 - 3 7 - 6 4 2 3  

防災行政無線  
  地上系   265-*-3（警防課  

(FAX)   265     専用電話）  
  衛星系   77-264 （内線）  
 
※センターと連絡が取れない場合 
 防災危機管理課 
  危機対策班 083-933-2370 
  休日夜間  083-933-2390 
 
 

山口県消防防災航空センター 

別紙１ 

※ 出動要請時の情報提供内容 

 ・ 災害種別及び状況 
 ・ 発生時刻と場所 
 ・ 現場の気象 
 ・ ヘリポートの位置 
 ・ 現場の最高責任者 
 ・ 救急搬送の場合、 

      同乗の医師名 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


